
様式第７号（第１４条関係） 

屋外広告物変更許可申請書 

年   月   日   

（あて先）豊中市長 

申請者 住  所 〒 

 

                     氏  名 

                                            

                     電話番号 

                   （法人にあっては主たる事務所の所在地、商号又は名称及び代表者の氏名） 

  豊中市屋外広告物条例第１４条第１項の規定により、次のとおり屋外広告物の表示（設置）の 

変更を申請します。 

表示（設置）場所 
【住居表示】豊中市 

【地  番】豊中市 

地 域 区 分 □重点制限区域   □一般制限区域   □制限緩和区域   □禁止地域 

用 途 地 域  表 示 内 容  

許 可 番 号 第      号 許可年月日  年   月   日 

許 可 期 間    年    月    日  から    年    月    日  まで 

変 更 内 容                       

変 更 理 由  

広告物等の概要  

広 告 主 

住  所 〒 

氏  名                             

電話番号 

管 理 者 

住  所 〒 

氏  名                             

電話番号 

工 事 施 工 者 

（屋外広告業者等） 

住  所 〒 

氏  名                             

電話番号 

【屋外広告物業の登録（特例届出）年月日】        年  月  日  

【屋外広告物業の登録（特例届出）番  号】              第     号 

表示（設置）期間    年    月    日  から    年    月    日  まで 

工事完了予定日         年     月    日 

備 考  

※ 

処

理

欄 

手 数 料         円 納付日 年  月  日 受付印 

許 可 番 号  

許 可 期 間    年   月   日～  年   月   日 

許 可 条 件  

継続申請等 

連 絡 先 

□申請者 □広告主 □管理者 □施工者 □連絡不要 

□その他（                  ） 



様式第７号（第１４条関係） 

広告物等の概要 
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 ※手数料合計  

・※印のある欄には記入しないでください。 

・許可を受けた広告物のうち、変更のないものについてもご記入ください。 

・「区分」欄は自家用・非自家用のいずれかをご記入ください。 

・「種類」欄は該当する広告物に○をしてください。また、広告物の種類ごと（ただし、重点制限区域で屋上広告物、全区域で

壁面広告を表示（設置）される場合は広告物の種類及び各表示（設置）面ごと）にご記入ください。 

・「照明の有無」欄は広告物ごとに外照・内照・照明なしのいずれかをご記入ください。 

・「申請部分以外の広告面積合計」「取付壁面面積」「表示（設置）面」欄は、重点制限区域で屋上広告物、全区域で壁面広告物

を表示（設置）される場合のみご記入ください。 

・「申請部分以外の広告面積合計」欄は、重点制限区域で屋上広告物、全区域で壁面広告物を表示（設置）される場合、１建造

物に附属して設けられている当該申請部分以外の広告物の面積をご記入ください。 

・記入欄が足りない場合は、この様式の例により作成した書面に記入して、その書面を添付してください。 

 


